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令和３年４月１日から、自転車保険等への加入を義務化します！ 

～まずはご自身の保険等加入状況の確認をお願いします～ 

 

千葉市では、自転車保険等（以下「保険」）への加入を促進するため、「千葉市自転車を活用したまち

づくり条例」（以下「条例」）の一部を改正し、４月１日から市内で自転車を利用する方に対する保険へ

の加入を義務化しますので、お知らせします。 

これを機に、まずはご自身の保険への加入状況の確認をお願いします。 

   
１ 条例改正の趣旨・経緯 

自転車は、子どもから高齢者まで幅広い世代にとって手軽に利用できる乗り物である一方、運転中の

事故により、誰もが加害者になる危険性を有しています。全国的にも、高額な賠償命令が出される死亡

事故などが発生しており、事故の被害者救済と加害者の経済的負担が軽減されるよう、平成２９年７月

に「千葉市自転車を活用したまちづくり条例」で保険への加入を努力義務としました。 

本市 WEB アンケートで保険加入率を調査したところ平成２９年６月の４９％から令和元年８月に６

１％まで向上していました。しかしながら、令和２年６月においても６１％と横ばいであることから保

険加入をさらに促進するための取り組みとして、自転車を利用する方などに対し、保険への加入を義務

化するため、「千葉市自転車を活用したまちづくり条例」の一部改正を実施します。 

保険加入義務化により、保険の加入率が向上し、自転車の安全走行に対する意識改革と運転マナーの

向上を期待しています。 

 

２ 改正内容 

【保険加入義務化の対象者】 

 ・自転車利用者 

 ・自転車利用者が未成年の場合、その保護者 

 ・事業活動において、従業員に自転車を利用させる事業者 

 ・自転車貸出業者 

 ※罰則は規定しません。 

 

なお、自転車小売業者は購入者に対して、事業者は自転車で通勤している従業員に対して、保険加入

の有無を確認し、確認できないときは、保険加入に関する情報を提供するよう努めるものとします。 
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３ 保険への加入確認について 

  保険については、自転車向けの保険のほか、様々な種類があります。自動車保険の特約などで、加入

している場合もありますので、まずは別紙のチェックシートによりご自身の加入状況を確認していた

だき、加入していない場合は、早めの加入手続きをお願いします。 

【保険の種類】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【加入状況チェックシート】 

別紙参照 詳しくは 

 

４ 加入促進のための取り組み 

（１）損害保険会社等との連携・協力による取り組み 

   保険への加入促進などを目的に協定を締結している損害保険会社等（７社）と連携・協力して、さ

らなる加入促進に取り組みます。 

３月から連携企業の協力により、市内の一部コンビニエンスストアへの加入義務化のポスター掲

示を行うほか、損害保険会社等が作成しているチラシ等において、本市の加入義務化の広報を掲載し

ていただきます。 

また、町内自治会等において出張加入受付等を行う予定です（調整中）。 

（２）周知・啓発 

   加入義務化の啓発チラシを作成し、市内の各小中高校へ配布するほか、町内自治会への回覧、事業

者への配布、キャンペーンの実施などにより、保険への加入を促進します。  

自転車向けの保険・共済

保険・共済の特約など*1

小中学生総合補償制度

高校生総合補償制度

ＴＳマーク付帯保険*2 自転車安全整備店

*1　自動車の任意保険、火災保険、共済、会社などの団体保険、クレジットカード付帯
　　 の保険などで、個人賠償責任補償の特約が付いているもの

*2　ＴＳマークは、自転車安全整備士が点検確認した自転車に貼付されるもので、有効
　　期間内（１年）に発生した事故に対して、賠償責任保険や傷害保険が付いています。　

　　事故やけがの状況によっては補償されない場合もあります。詳しくは、ＴＳマーク　🔍

他人を死亡させた場合
他人にケガを負わせた場合

他人の物を壊した場合

他人を死亡させた場合
他人にケガを負わせた場合

保険等の種類 取扱窓口

損害保険会社、
カード会社など

ＰＴＡ、学校

補償の対象

千葉市 自転車保険等 🔍 
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自転車の事故により、他人にケガをさせた場合に備えて、相手方の生命や身体の損害を補償できる保険など

に加入していますか？ 

※点検整備した自転車に貼られる「TSマーク」（点検日から１年以内）も該当します。 

下記いずれかの保険などに加入していますか？ 

・自動車の任意保険 ・傷害保険 ・火災保険 ・共済 

・会社や PTA等の団体保険    ・クレジットカードの保険 

自転車保険等に加入しています 

（ぜひ、補償内容、補償範囲を

確認しておきましょう） 

ご契約の保険会社・共済に補償

内容を確認してください 

自転車保険等に加入していない

可能性が高いため、加入する必要

があります 

はい 

はい 

はい わからない 

わからない 

わからない 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

自転車保険等加入状況チェックシート 

別紙 

【自転車事故による高額賠償事例】 賠償額 9,521万円 

小学生が自転車で走行中に、歩行中の女性と正面衝突。女性は重い障害を負い、意識が戻らない状態

となった。小学生の親に損害賠償が命じられた。（平成２５年神戸地方裁判所判決） 

 

加入している保険など個人賠償責任補償の特約が付いていますか 


